
 

境港市測量等業務最低制限価格設定要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、境港市が発注する測量等業務に係る競争入札について、地方自治法施行令

（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 第２項の規定（同令第 167 条の 13 において準用す

る場合を含む。）により最低制限価格を設けるにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「測量等業務」とは、測量（測量法（昭和24年法律第188号）第５条に

規定する公共測量をいう。）、建設コンサルタント業務（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第19条第３号に規定する建設コンサルタントの行う業務をいう。）、

地質調査（地質調査業者登録規程（昭和52年建設省告示第718号）第２条第１項に規定する地質

調査業者の行う地質調査をいう。）及び補償コンサルタント業務（補償コンサルタント登録規

程（昭和59年建設省告示第1341号）第２条第１項に規定する補償コンサルタントの行う業務を

いう。）をいう。 

（対象業務） 

第３条 最低制限価格は、境港市が発注する測量等業務のうち、競争入札に付するものについて

適用する。 

（最低制限価格の設定権者） 

第４条 最低制限価格の設定権者（以下「価格決定権者」という。）は、境港市事務専決及び代決

規程（昭和45年境港市訓令第２号）第６条の規定により当該業務の予定価格を決定する権限を

有する者とする。 

（最低制限価格の設定） 

第５条 最低制限価格は、予定価格の算定基礎となった設計金額のうち、別表１に掲げる測量等

業務の区分に応じ、同表の１から４の欄までの額を合計した額（その額に1,000円未満の端数が

生じた場合は、その端数を切り捨てた額）とする。 

２ 別表１に掲げる２以上の業務から構成されている業務（以下「複合業務」という。）の最低制

限価格は、それぞれの業務区分ごとに、前項の規定により算定した額の合計額とする。 

３ 前２項の規定により算定した最低制限価格が、予定価格から消費税及び地方消費税を差し引

いた額（以下「入札書比較価格」という。）に３分の２を乗じて得た額に満たない場合は、入札

書比較価格に３分の２を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数

を切り捨てた額）とする。 

４ 市長は、前３項の規定により最低制限価格を設定することが困難であると認めるときは、こ

れらの規定によらないで、予定価格の３分の２以上で最低制限価格を設定することができる。 

（経費区分） 

第６条 測量等業務（複合業務を含む。）における各経費の区分の計上方法は、別紙のとおりとす

るものとする。 

（最低制限価格の記載） 

第７条 価格決定権者は、第５条の規定に基づき最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格

調書（様式第１号）を作成し、当該業務に係る予定価格調書に記載するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第８条 市長は、最低制限価格を設定しようとするときは、次の事項を当該競争入札に係る通知

書又は公告等に明示するものとする。 

（１） 最低制限価格が設定されている旨 



 

（２） 最低制限価格を下回った価格をもって申込みをした入札者は、失格とする旨 

（落札者の決定） 

第９条 入札の結果、最低制限価格を下回った価格での申込みがあったときには、入札執行者は、

当該入札者が失格である旨を宣言し、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価

格をもって申込みをした入札者のうち、最低の価格をもって申込みをした入札者を落札者とす

るものとする。 

（最低制限価格の公表） 

第10条 第５条の規定に基づき設定された最低制限価格は、入札の実施後公表するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成23年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成26年２月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ 予定契約期間の末日を平成26年３月31日以前とするものにあっては、この要領の施行後も、

なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成27年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成28年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の



 

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領は、施行期日以降に起工の決定がなされる測量等業務から適用し、同日前に起工の

決定がなされたものについては、なお従前の例による。 

 

別表１（第５条関係） 

業 務 区 分  １ ２ ３ ４ 

測量業務 
直接測量費の

額 
測量調査費の額 

諸経費の額に 

10分の５を乗じて得た額 
－ 

土木関係建設コンサ

ルタント業務 
(技術経費を用いる場合) 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

技術経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 

諸経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 

土木関係建設コンサ

ルタント業務 
(技術経費を用いない場合) 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の額に 

10分の９を乗じて得た額 

一般管理費等の額に 

10分の５を乗じて得た額 

地質調査業務 
直接調査費の

額 

間接調査費の額

に10分の９を乗

じて得た額 

解析等調査業務費の額に 

10分の８を乗じて得た額 

諸経費の額に 

10分の５を乗じて得た額 

補償コンサルタン

ト業務 
(技術経費を用いる場合) 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

技術経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 

諸経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 

補償コンサルタン

ト業務 
(技術経費を用いない場合) 

直接人件費の

額 
直接経費の額 

その他原価の額に 

10分の９を乗じて得た額 

一般管理費等の額に 

10分の５を乗じて得た額 

建築関係建設コンサ

ルタント業務 

直接人件費の

額 
特別経費の額 

技術料等経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 

諸経費の額に 

10分の６を乗じて得た額 



 

  様式第１号（第７条関係）                     

  最低制限価格調書   

  
業  務  名  ：   

      

  
価格決定権者職氏名：   ㊞ 

      

                          

  【業務区分：測量業務】                     

  経費区分 設計金額 算定割合 算定額   

 

          

  直接測量費   10／10       ※1・※3 技術経費を用いる場合   

  測量調査費   10／10       ※2・※4 技術経費を用いない場合   

  諸経費   ５／10                 

  合 計 額   ：Ａ               

  【業務区分：土木関係建設コンサルタント業務】※1   【業務区分：土木関係建設コンサルタント業務】※2   

  経費区分 設計金額 算定割合 算定額   経費区分 設計金額 算定割合 算定額   
  直接人件費   10／10     直接人件費   10／10     

  直接経費   10／10     直接経費   10／10     

  技術経費   ６／10     その他原価   ９／10     

  諸経費   ６／10     一般管理費等   ５／10     

  合 計 額   ：Ｂ   合 計 額   ：Ｃ   

  【業務区分：補償コンサルタント業務】※3   【業務区分：補償コンサルタント業務】※4   

  経費区分 設計金額 算定割合 算定額   経費区分 設計金額 算定割合 算定額   
  直接人件費   10／10     直接人件費   10／10     

  直接経費   10／10     直接経費   10／10     

  技術経費   ６／10     その他原価   ９／10     

  諸経費   ６／10     一般管理費等   ５／10     

  合 計 額   ：Ｄ   合 計 額   ：Ｅ   

  【業務区分：地質調査業務】         【業務区分：建築関係建設コンサルタント業務   

  経費区分 設計金額 算定割合 算定額   経費区分 設計金額 算定割合 算定額   

  直接調査費   10／10     直接人件費   10／10     

  間接調査費   ９／10     特別経費   10／10     

  解析等調査業務費   ８／10     技術料等経費   ６／10     

  諸経費   ５／10     諸経費   ６／10     

  合 計 額   ：Ｆ   合 計 額   ：Ｇ   
                          
              各業務の算定額の合計額：Ｈ   円   
                          
  区      分 金  額  等   
  入札書比較価格 

  円 
  

  Ｉ   
  予定価格の３分の２の額 

  円 
  

  Ｊ   
  最低制限価格（税抜き） 

  円 
  

  Ｋ   
  最低制限価格（税込み） 

  円 
  

  Ｌ   
  注１）  最低制限価格の算定途中で円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。   

  注２） Ｈ、Ｊは、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。    

  注３） Ｋは、 ＨまたはＪ Ｋ の値で大きい額を記載する。   

  注４） Ｌは、Ｋの額に 100分の 110を乗じて得た額を記載する。   

  注５）  予定価格調書の「最低制限価格」の下段の欄はＫの額を記載し、上段の欄はＬの額を記載する。   

                          

 



 

一般管理費等

一般管理費等

一般管理費等

一般管理費等

直接人件費

電子成果品作成費

電子計算機使用料及び機械器具損料

その他
その他原価

特許使用料、製図費等

材料費

事務用品費

消費税相当額 直接経費 旅費交通費

直接経費

別 紙 

電子成果品作成費

直接測量費

その他

旅費交通費

基地関係費

安全費

精度管理費

人件費等

直接経費

機械経費

直接人件費 事務用品費

間接測量費

特許使用料、製図費等

成果検定費
技術管理費

諸経費

電子計算機使用料及び機械器具損料

旅費交通費

諸経費

間接調査費

純調査費 直接調査費

直接原価 直接人件費

間接原価

【土木関係建設コンサルタント業務】（技術経費を用いない場合）

地質調査業務費

【測量業務】

【地質調査業務】

測量作業費

測量調査費

測量業務費 測量業務価格

消費税相当額

業務原価
業務委託料 業務価格

間接業務費

調査業務価格

消費税相当額

消費税相当額

技術経費

一般調査業務費

人件費

賃金
直接業務費

諸経費

旅費交通費
直接経費

技術経費間接業務費

営繕費

材料費等

諸経費

業務管理費
その他

材料費

機械経費

直接経費

仮設費

人件費等

準備費

運搬費

安全費

借地料

旅費交通費

施工管理費

業務管理費

解析等調査業務費

【土木関係建設コンサルタント業務】（技術経費を用いる場合）

【補償コンサルタント業務】（技術経費を用いる場合）

業務価格業務委託料

消費税相当額

直接業務費
業務価格業務委託料

 

次頁に続く 



 

その他
その他原価

間接原価

【補償コンサルタント業務】（技術経費を用いない場合）

業務委託料 業務価格 業務原価
賃金

一般管理費等
直接経費 材料費等

消費税等相当額
旅費交通費

※　その他特別なもので積算の区分が不明確な場合は、別途協議していずれに区分するかを決定するものとする。

直接原価 直接人件費

消費税相当額
賞与

退職給与

直接人件費
業務価格

交通費等直接経費

給与

諸手当

人件費

諸経費

設計業務委託料

間接経費

消耗品費等
技術力の対価

想像力等の対価費
技術料等経費

特別経費

減価償却費

通信費

人件費

研究調査費

研修費

法定保険料等

印刷製本費

複写費

会議費

【建築関係建設コンサルタント業務】

 


